
 

 

健康やまがた安心プラン策定後の新たな動き 

 

１ 政府の動き 

（１）データヘルス計画（別紙１） 

① 概要 

   レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく、効率的・効果的な保健事業をＰ

ＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 

② 背景（＝「日本再興戦略（2013）」（平成25年６月14日閣議決定）＝） 

「・・「予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくり」として、「全て

の健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健

康保持増進のための事業計画として“データヘルス計画”の作成・公表、事業

実施、評価等の取組を求める・・」 

③ 取組概要 

平成26年度以降、医療保険者が順次、レセプト・健診情報等を活用した「データ

ヘルス計画」の作成・公表を行い、平成27年度までにレセプト・健診情報等のデー

タ分析に基づく保健事業を実施することを推進 

（２）健康経営（別紙２） 

① 定義 

従業員の健康保持・増進の取組みが、将来的に収益性を高める投資であるの考え

のもと、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること 

② 背景（＝日本再興戦略 2014～2016、未来投資戦略 2017＝）  

     政府は、健康経営やデータヘルス計画を通じ、企業や保険者等による健康・予防

に向けた取り組みを強化 

（３）第３期がん対策推進基本計画（別紙３） 

  ① 法的位置づけ 

     がん対策基本法（平成 18年６月法律第 98号）第 10条第 1項に基づき政府が策

定する、がん対策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画 

  ② 改定 

     政府は同法第 10 条第 7 項に基づき、５年に一度（６年に 1 度に法改正）計画を

改定。今年第３期がん対策推進基本計画改定の年であり、10月に原案が閣議決定 

 

２ 本県の動き 

 歯科口腔、及びがんにかかる条例が制定、施行（別紙４，５） 

○ 平成25年10月 やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例（県条例第49号）制定 

○ 平成28年12月 山形県誰もががんを知り、県民みんなでがんの克服を目指す条例 

（県条例第60号）制定 
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○やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例 

平成25年10月11日山形県条例第49号 

やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。 

やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、歯と口腔（くう）の衛生を保持するとともに、歯と口腔（くう）に関する疾患（以

下「歯科疾患」という。）の予防及び治療により、健全な口腔（くう）機能を維持すること（歯の機能

回復を含む。）（以下「歯と口腔（くう）の健康づくり」という。）が子どもの健やかな成長並びに脳

血管疾患、虚血性心疾患及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防等県民の全身の健康の保持

及び増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号。以下

「法」という。）の趣旨を踏まえ、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並

びに県の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって全ての県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなけ

ればならない。 

(１) 県民一人一人が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、

歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

(２) 全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯科保健

医療サービス（歯科医療並びに歯及び口腔（くう）に関する保健指導及び法第６条に規定する検診を

いう。以下同じ。）を受けることができる環境の整備を推進すること。 

(３) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合的か

つ計画的に歯と口腔（くう）の健康づくりを推進すること。 

（県の責務） 

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯と口腔（くう）の健

康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。 

（県民の役割） 

第４条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保持及び増進のため、歯と口腔（くう）

の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、歯科疾患に対する治療、相談、定期健康診断等

の歯と口腔（くう）の健康づくりについての日常的な支援を行う歯科医師等（以下「かかりつけ歯科医」

という。）の指導並びに歯及び口腔（くう）に関する健康診査及び健康診断（以下「歯科健診」という。）

を定期的に受けること等により、生涯にわたって歯と口腔（くう）の健康づくりに取り組むよう努める

ものとする。 

２ 父母その他の子どもと同居する家族は、乳幼児期及び学齢期の歯と口腔（くう）の健やかな成長及び

発育が生涯にわたって健康に大きな影響を及ぼすことに鑑み、子どもの歯科疾患の予防及び早期の治療、

適切な食習慣を身につけることその他の歯と口腔（くう）の健康づくりに取り組むよう努めるものとす

る。 

（歯科医療関係者の責務） 

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療に関する業務に従事する者（以下「歯科医

療関係者」という。）は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔（くう）の健康づく

りの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育に関する業務を行う機

関その他歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する業務を行う関係機関及び当該業務に従事する者

との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。 

（保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割） 

第６条 保健医療関係者（保健に関する業務に関係する機関及び団体並びに保健に関する業務に従事する

者並びに医療に関する業務に関係する機関及び団体並びに医療に関する業務に従事する者をいう。）、

福祉関係者（福祉に関する業務に関係する機関及び団体並びに福祉に関する業務に従事する者をいう。）、

教育関係者（教育に関する業務に関係する機関及び団体並びに教育に関する業務に従事する者をいう。）

その他関係者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔（くう）の健康づくりの推進
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に関する施策に協力するとともに、歯と口腔（くう）の健康づくりに取り組む他の者と連携及び協力を

し、歯と口腔（くう）の健康づくりを推進するよう努めるものとする。 

（事業者及び保険者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔（くう）の健康づくりの推進

に関する施策に協力するとともに、事業所において雇用する従業員の歯科健診の機会の確保その他の歯

と口腔（くう）の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

２ 保険者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関

する施策に協力するとともに、被保険者の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔（くう）の健康づく

りに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

（市町村等との連携等） 

第８条 県は、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策の実施に当たっては、住民に歯及び口

腔（くう）に関する保健指導及び歯科健診を行っている市町村及び団体との連携及び協力を行うものと

する。 

２ 県は、市町村が歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施しようとする

ときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な助言を行うものとする。 

（基本計画） 

第９条 知事は、次条に定める基本的施策その他の歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔（くう）の健康づくりについての基本的な計画（以下「基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する基本的な方針、目標及び施策の基本的な

方向について定めるものとする。 

３ 知事は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ歯科保健に関する学識経験者

及び歯科医療関係者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村の意見を反映させることができるよう必

要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 知事は、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策の進捗及び社会状況の変化を踏まえ、基

本計画を必要に応じ見直すものとする。 

（基本的施策） 

第10条 県は、歯と口腔（くう）の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものと

する。 

(１) 歯と口腔（くう）の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。 

(２) 県民が、生涯にわたり歯と口腔（くう）の健康づくりに取り組むための環境の整備に関すること。 

(３) 乳幼児期及び学齢期における歯と口腔（くう）の健康づくりに必要な支援に関すること。 

(４) 歯磨き、フッ化物応用その他歯科疾患予防のための対策に関すること。 

(５) かかりつけ歯科医や集団健診による定期的な歯科健診の受診の促進に関すること。 

(６) 歯と口腔（くう）の健康づくりの観点からの食育、生活習慣病対策及び喫煙対策の推進に関する

こと。 

(７) 障がい者（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する者をいう。）、要介護

者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第３項に規定する者をいう。）その他特に支援を要す

る者への歯科保健医療サービスの提供に関すること。 

(８) 歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に

関すること。 

(９) 災害に備えた歯科保健医療体制の整備に関すること。 

(10) 歯と口腔（くう）の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に必要な施策 

（実態調査） 

第11条 知事は、歯と口腔（くう）の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に歯と口

腔（くう）の健康づくりに関する実態の調査を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な

方法により公表するものとする。 

（いい歯の日及びいい歯の週間） 



第12条 県は、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進について、県民の関心と理解を深めるとともに、歯

と口腔（くう）の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、いい歯の日及びいい歯の週

間を設ける。 

２ いい歯の日は11月８日とし、いい歯の週間は同日から同月14日までとする。 

３ 県は、市町村その他歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する取組を行う者と連携し、いい歯の

日及びいい歯の週間の趣旨について普及及び啓発に努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第13条 県は、歯と口腔（くう）の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に定められている歯と口腔（くう）の健康づくりについての計画は、この条例

の施行後においては、この条例の規定により定められた計画とみなす。 



○山形県誰もががんを知り、県民みんなでがんの克服を目指す条例 

平成28年12月27日山形県条例第60号 

山形県誰もががんを知り、県民みんなでがんの克服を目指す条例をここに公布する。 

山形県誰もががんを知り、県民みんなでがんの克服を目指す条例 

健康であることは、全ての人の願いであり、県民一人一人の幸福な人生を実現するための基本となるも

のである。 

医療技術の進歩により、がんは克服できる疾病になりつつあるが、未だ、県民の疾病による死亡の最大

の原因であり、高齢者のみならず、子供や働き盛りの者など、誰もが罹（り）患する可能性があり、県民

の生命や健康にとって重大な脅威となっている。 

本県においては、がん検診の受診率は全国で最上位の水準を維持しているものの、胃がんによる死亡率

が全国に比して高い状況が継続しているなど、県を挙げたがん対策の推進が求められている。 

がん対策の推進に当たっては、がんの予防が重要であり、性別や年齢等を考慮した適切な普及啓発に基

づき、県民ががんに対する正しい知識を得ることによって、健全な食生活等の健康的な生活習慣を取り入

れ、がんの発生する要因を減らしていくことが必要である。併せて、がん検診及びその結果に基づく精密

検査の受診率をさらに高めていくとともに、国の指針を踏まえたがん検診を実施していくことにより、が

んの早期発見及び早期治療を推進し重症化を防ぐことも重要である。これに加えて、がんに対する社会全

体の理解の増進を図り、がん患者やその家族に対するきめ細やかな対応ができる雰囲気づくりを進めると

ともに、県民が等しく適切ながん医療を受けることができる体制の整備、がん登録及びがん研究の推進、

就労支援等の環境づくりに積極的に取り組んでいく必要がある。 

このような認識のもと、全ての県民が、がんを知り、がんを防ぎ、がんと向き合い、がんと共生してい

くことができる社会の実現を目指し、本県における全ての主体がそれぞれの立場に応じて協働し、総力を

挙げてがん対策に取り組むため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命や健康にとっ

て重大な脅威となっていることに鑑み、がん対策に関し、県の責務並びに市町村、保健医療福祉関係者

（がんの予防、がん検診、がんに係る医療（以下「がん医療」という。）又はがん患者に対する介護そ

の他の福祉サービス（以下「介護等」という。）に従事する者及びその実施機関をいう。以下同じ。）、

県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって、県民が安心して暮らせる社会の実現に

寄与することを目的とする。 

（県の責務） 

第２条 県は、国、市町村、保健医療福祉関係者その他の関係機関と連携を図りつつ、本県の特性に応じ

たがん対策に関する総合的な施策を策定し、及び計画的に実施する責務を有する。 

（市町村の役割） 

第３条 市町村は、県、保健医療福祉関係者その他の関係機関と連携を図りつつ、その地域の実情に応じ

たがんの予防、がん検診の受診率の向上等のがん対策の推進に努めるものとする。 

２ 市町村は、県が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（保健医療福祉関係者の役割） 

第４条 保健医療福祉関係者は、がんの予防、がんの早期発見、がん医療及びがん患者に対する介護等を

推進するために必要な知識や技能の向上に努めるとともに、県、市町村その他の関係機関と連携を図り

ながら、がんに関する啓発及び知識の普及、がん患者及びその家族（以下「がん患者等」という。）が

必要とする情報の積極的な提供、精度の高いがん検診の実施並びにがん患者等の意向を十分に尊重した

良質かつ適切な医療及び介護等の提供に努めるものとする。 

２ 保健医療福祉関係者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（県民の役割） 

第５条 県民は、がんに関する正しい知識を持ち、主体的にがんの予防に取り組むとともに、がんを早期

に発見するため、がん検診を積極的に受診するよう努めるものとする。 

２ 県民は、がん及びがん患者等についての理解を深め、がんと共生していくことができる社会の実現に

向けた施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

別紙５ 



（事業者の役割） 

第６条 事業者は、従業員ががんを予防し、又は早期に発見することができるよう、従業員に対するがん

検診の受診の勧奨、がんに関する教育の実施等に努めるとともに、従業員のがん検診を受ける機会の確

保について適切な配慮を行うよう努めるものとする。 

２ 事業者は、がん患者等が置かれた状況を十分に理解し、従業員又はその家族ががんを罹（り）患した

場合においても、従業員が働きながら治療を受け、若しくは療養し、又は看護し、若しくは介護するこ

とができる環境の整備に努めるものとする。 

３ 事業者は、県及び市町村が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（がんの予防及び早期発見の推進） 

第７条 県は、がんの予防及び早期発見に資するため、市町村、保健医療福祉関係者、教育機関その他の

関係機関と連携し、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) 喫煙、飲酒等の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症等がんに関

する理解及び関心を深めるための普及啓発 

(２) 受動喫煙を防止するための社会環境の整備 

(３) がん検診の受診率の向上及び人間ドック（健康の保持増進を目的に実施する総合的健康診断をい

う。）の定期的な受診の推進のための普及啓発 

(４) がん検診に携わる保健医療福祉関係者の資質の向上のための研修の実施 

(５) 精度がより高い検査手法及びがんの予防に結び付く検査の導入の推進のための施策 

(６) 前各号に掲げるもののほか、がんの予防及び早期発見のために必要な施策 

（健康的な食生活の推進） 

第８条 前条に定めるもののほか、県は、がんの予防において、食生活が果たす役割の重要性に鑑み、県

民の健康的な食生活を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) がんと食生活との関係についての正しい知識の普及啓発 

(２) 食に関する適切な習慣を身につけるための普及啓発 

(３) 前２号に掲げるもののほか、健康的な食生活を実践するために必要な施策 

（教育の推進） 

第９条 県は、市町村、教育機関その他の関係機関と連携し、学校その他の教育機関において児童及び生

徒ががんに関する理解を深めるため、その年齢に応じた教育が行われるよう必要な施策を講ずるものと

する。 

（女性特有のがんに係る対策の推進） 

第10条 県は、女性に特有のがんに係る対策を推進するため、市町村、保健医療福祉関係者その他の関係

機関と連携し、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) 女性に特有のがんに罹（り）患しやすい年齢等を考慮した女性に特有のがんの予防に関する正し

い知識の普及啓発 

(２) 女性に特有のがんに係るがん検診の受診率の向上を図るための施策 

(３) 前２号に掲げるもののほか、女性に特有のがんに係る対策を推進するために必要な施策 

（がん医療の充実） 

第11条 県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療

を受けることができるようにするとともに、より質の高いがん医療が提供されるよう、次に掲げる施策

を講ずるものとする。 

(１) がん診療連携拠点病院等（厚生労働大臣が指定する都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん

診療連携拠点病院並びに県が指定する山形県がん診療連携指定病院をいう。以下同じ。）の整備及び

機能の強化の促進 

(２) がん診療連携拠点病院等、その他の医療機関及び研究機関の間における連携及び情報共有の協力

体制の整備 

(３) 小児がん及び希少がんに関する対策を推進するための広域的な連携及び協力体制の構築 

(４) 重粒子線治療等高度で先進的ながん治療の推進のための施策並びに広域的な連携及び協力体制の

構築 

(５) チーム医療（多種多様な医療従事者が、各職種の専門性を生かしつつ、互いに連携し、及び補完

し合いながら医療を提供することをいう。）の推進のための施策 



(６) 医科及び歯科の連携による口腔（くう）機能管理の推進並びにリハビリテーションの推進による

がん患者の生活の質の向上のための施策 

(７) 手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その

他の医療従事者の育成及び確保 

(８) 前各号に掲げるもののほか、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に

応じた適切ながん医療を受けることができるようにするとともに、より質の高いがん医療を提供する

ために必要な施策 

（緩和ケアの充実） 

第12条 県は、がん患者等に対する緩和ケア（身体的又は精神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減

等を目的とする医療、介護、相談その他の行為をいう。以下この条において同じ。）の充実を図るため、

次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) がんと診断された時からがん患者の状態に応じた緩和ケアを活用することによる生活の質の向上

等の緩和ケアの有効性を広く県民に周知し理解を深めるための広報及び緩和ケアに関する研修会の開

催等の普及啓発に関する施策 

(２) 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者等の育成及び確保に関する施策 

(３) がん患者等に対する緩和ケアを、通院、入院、又は在宅のいずれの段階でも切れ目なく提供する

ことができるようにするための連携体制の強化 

(４) 前３号に掲げるもののほか、がん患者等に対する緩和ケアの充実のために必要な施策 

（在宅医療等の推進） 

第13条 県は、がん患者が在宅で適切な医療を選択し、安心して生活できるよう、次に掲げる施策を講ず

るものとする。 

(１) 在宅でのがん医療及び介護等の提供のための病院、診療所、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支

援事業所等の間の地域内における連携及び協力体制の整備及び強化 

(２) 在宅でのがん医療及び介護等に携わる人材の育成及び確保に関する施策 

(３) 在宅でのがん医療及び介護等を受けることに関する正しい知識及び情報の普及 

(４) 前３号に掲げるもののほか、在宅での適切ながん医療を選択できるようにするために必要な施策 

（がんに関する情報の収集及び提供） 

第14条 県は、市町村、保健医療福祉関係者その他の関係機関と連携し、がん対策に資する情報を収集し、

整理し、及び分析するとともに、がん患者等及びその他の県民に対し、がん医療、がんに関する相談窓

口及びがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関する必要な情報をインターネットその他の広

報媒体により提供するものとする。 

（がん患者等への相談支援体制の整備等） 

第15条 県は、がん患者の療養生活の質を維持向上させるとともに、がん患者等の社会生活上の不安等を

緩和するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) がん患者等に対するピアサポート（がん患者及びがん経験者（がんに罹（り）患した経験を有す

る者をいう。以下同じ。）によるがん患者等に対する相談支援の取組みをいう。）を含む相談支援体

制の整備の促進 

(２) がん患者がセカンドオピニオン（主治医以外の医師による助言をいう。）を受けやすい環境の整

備の促進 

(３) がん患者等が交流する場の提供に対する支援 

(４) 前３号に掲げるもののほか、がん患者等への相談支援体制の整備のために必要な施策 

（就労の支援） 

第16条 県は、がん患者及びがん経験者が就労を継続することができるよう、次に掲げる施策を講ずるも

のとする。 

(１) がんの治療と就労との両立に関する理解を深めるための事業者その他県民への啓発 

(２) がん診療連携拠点病院等その他関係機関と連携した就労に関する相談支援体制の整備の促進 

(３) 前２号に掲げるもののほか、がん患者及びがん経験者の就労の支援のために必要な施策 

（学業と治療との両立） 

第17条 県は、市町村、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携し、児童及び生徒であるがん患者が

教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、環境の整備その他の必要



な施策を講ずるものとする。 

（がん登録の推進） 

第18条 県は、がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）に基づくがん登録（同法第２条第

２項に規定する「がん登録」をいう。）が推進され、これにより得られた情報が有効に活用されるよう

必要な施策を講ずるものとする。 

（がんに係る研究の推進） 

第19条 県は、がんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の研究を促進するために必要な施策

を講ずるものとする。 

（県民運動の推進） 

第20条 県は、関係機関と広く連携し、県民のがんに対する正しい理解及び関心を深め、がん検診の積極

的な受診を促進するため、がん検診推進強化月間を設ける。 

２ 県は、前項の期間中に、その趣旨にふさわしい事業を行うものとする。 

（がん対策の推進体制の整備） 

第21条 県は、がん対策に関する総合的な施策を策定し、計画的に推進するため、体制の整備その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第22条 県は、がん対策の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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